
安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 開催要綱 

１ 目的 

 メタバースはまだ黎明期であり、将来的に市場規模及びユーザ数が大幅に増加することを見

据え、ユーザにとってより安心・安全なメタバースの実現に向け、民主的価値に基づく原則等を

検討するとともに、メタバースに係るサービスが国境を越えて提供されることを踏まえ、国際的

なメタバースの議論にも貢献することを目的とする。 

また、本研究会は、「Ｗｅｂ３時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」（以下「前

研究会」という。）報告書において提示されたメタバース等の発展に向けた課題と課題解決の方

向性のうち、継続的なフォローアップが必要とされたものについて、引き続き検討を行うものと

する。 

２ 名称 

本研究会の名称は、「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」とする。 

３ 研究事項 

（１）メタバースの民主的価値に基づく原則等に関連する事項 

（２）国際的なメタバースの議論に関連する事項 

（３）前研究会報告書に関連する事項 

（４）（１）から（３）に掲げる事項のほか、メタバース等に関連する事項 

４ 構成及び運営 

（１）本研究会は、総務省情報通信政策研究所長の研究会として開催する。 

（２）本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本研究会には、座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、研究会構成員の互選により定めることとし、座長代理は座長が指名する。 

（５）座長は、本研究会を招集し、主宰する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不在のとき

は、座長に代わって本会を招集し、主宰する。 

（６）本会は、必要があるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（７）座長は、必要に応じて、ワーキンググループ等を開催することができる。 

（８）ワーキンググループ等の構成員及び運営に必要な事項については、座長が定めるところに

よる。 

（９）その他、本研究会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 
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５ 議事の公開 

（１）本研究会の会合は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、当事者又は第三

者の権利、利益又は公共の利益を害するおそれがあると座長が認める場合その他座長が必要

と認める場合には、非公開とする。 

（２）本研究会の会合において配付した資料については、原則として総務省のＷｅｂサイトに掲

載し、公開する。ただし、資料を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益又は

公共の利益を害するおそれがあると座長が認める場合その他座長が必要と認める場合には、

非公開とする。 

（３）本研究会の会合であって、非公開とするものについては、原則として、その終了後に、議事

要旨を作成し、総務省のＷｅｂサイトに掲載し、公開する。 

 

６ その他 

（１）本研究会の庶務は、情報流通行政局参事官の協力を得て、総務省情報通信政策研究所調査

研究部が行う。 

（２）前研究会については、本研究会の開催をもって終了とする。 
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